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待ったなし！

大家さんにとって

性能評価制度は

どうかわるのか？



賃貸業者として取り組むこと

2024年4月 住宅・建築物を販売・賃貸する

事業者に省エネ性能ラベル表示が努力義務



努力義務の対象
2024年4/1以降に建築確認を行う

新築建物、及びその物件が

同時期移行に再販売・再賃貸される場合



発行物・種類と発行方法
全2種類

①省エネ性能ラベル
②エネルギー消費性能の評価書



省エネ性能ラベルの伝達イメージ

事業者（オーナー・管理会社・仲介会社）

を経由して、消費者（入居者）へ届く



省エネ性能ラベルの種類

建築物の種類によって使用するラベルが異なります
住宅（住棟）住宅（住戸）



省エネ性能ラベル
新築建築物の販売等（賃貸）の際は、

所定のラベルを広告等に表示する必要

エネルギー消費性能
星の数が増えるほど、
省エネ性能が高いことを表示しています。

断熱性能
家のマークが増えるほど、断熱性能が高
いことを示しています。

住棟のラベルの場合、目安光熱費につい
ての表示はありません。

目安光熱費
年間にかかる光熱費の目安を記載してい
ます。



募集図面（マイソク）は？
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イメージ
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ポータルサイトは？

引用：株式会社LIFULL HPより

引用：at-home HPより

イメージ



ポータルサイトは？

引用：株式会社リクルート 賃貸Divisionより

イメージ

2024年10月予定
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オーナーの対応

・設計者、または評価機関に
ラベル発行の依頼

・賃貸管理事業者、仲介事業者へ
広告等への掲載依頼

・広告、ポータルサイトへの掲載確認
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